
各都道府県衛生主管部（ 局）長 殿

医 政地発 0 2 0 7第 1 号
平 成3 0年 2月7日

厚生労働省医政局地域医療計画課長
（ 公 印 省 略 ）

地域医療構想の進め方について

地域医療構想（医療法 （昭和23年法律第205号）第30条の 4 第 1 項第 7 号に規定する
地域医療構想をいう。以下同じ。）は、 平成28年度中に全ての都道府県において策定さ
れ、今後は、地域医療構想調整会議（同法第30条の14第 1 項に規定する協議の場をいう。

以下同じ。）を通じて、 構想区域（同法第30条の 4 第 1 項第 7 号に規定する構想区域を
いう。以下同じ。）ごとにその具体化に向けた検討を進めていく必要がある。

また、 「経済財政運営と改革の基本方針2017 (平成29年6月 9 日閣議決定）」 におい
て、 地域医療構想の達成に向けて、 構想区域ごとの地域医療構想調整会議での具体的議
論を促進することが求められている。具体的には、 病床の役割分担を進めるためのデー

タを国から都道府県に提供し、個別の病院名や転換する病床数の具体的対応方針の速や
かな策定に向けて、 それぞれの地域医療構想調整会議において2年間程度で集中的な検

討を促進することが求められている。
このため、 都道府県が、 地域医療構想の達成に向けて医療機関などの関係者と連携し

ながら円滑に取り組めるように、地域医療構想の進め方について下記のとおり整理した
ので、 ご了知の上、 地域医療構想の達成に向けた検討を進めるとともに、 貴管内市区町
村、 関係団体、 関係機関等に周知願いたい。

記

1. 地域医療構想調整会議の進め方について
(1)地域医療構想調整会議の協議事項

「経済財政運営と改革の基本方針2017 (平成29年6月 9 日閣議決定）」においては、
地域医療構想の達成に向けて、 「個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針
の速やかな策定に向けて、 2年間程度で集中的な検討を促進する」こととされている
ことを踏まえ、都道府県においては、毎年度この具体的対応方針をとりまとめること。

この具体的対応方針のとりまとめには、 地域医療構想調整会議において、 平成37

(2025) 年における役割・医療機能ごとの病床数について合意を得た全ての医療機関
の
① 平成37 (2025) 年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割
② 平成37 (2025) 年に持つべき医療機能ごとの病床数
を含むものとすること。

なお、 平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、各都道府
県における具体的対応方針のとりまとめの進捗状況についても考慮することとする。
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